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被扶接者（異動）届（削除•変年金受給者となった場合の
更） 1不該当日について

平成20年1月17日

年金額が180万円以上であった場合・年金の支払日をもって不該当とす

被扶菱者の認定を受［ナていた者が、所定の
ることが妥当である。
年金の支給停止性除または減額解除l::J:り、年金額が認定基準を超える

年齢に到達したことにより年金受給者とな
り•その年金額が被扶養者の認定基準を超
える場合．被扶養者の不該当日（削除日）
はいつになるのか。

場合においても同様に、年金の支払日をもって不該当とするものである．
遡って年金額求を行った湯合や、変更処理が行われたことf::J:り年金額
が増額される場合も同様、年金の支払日をもって不該当とする。
なお、年金額の遡及分については認定基準r::t:;ける収入の対象とはみな
さず、本来支給の年金額をもって削除等の判断を行うこと。
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